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要旨 

2050年カーボンニュートラルの実現のための手段として、我が国は、水素・アンモニア

を新たな資源と位置づけ、水素・アンモニアの供給量を大幅に増加させる方針である。 

一方、水素はあらゆる気体の中で最も軽い、無色・無臭、拡散しやすい、漏洩しやす

い、金属材料を脆化させる、着火しやすい、爆発しやすいといった独自の性質を有してお

り、産業保安の観点からは、これらの性質に十分留意し、安全の確保を前提に、水素の利

活用を促す利用環境の整備を着実に実施していくことが求められている。 

 

2021年12月、経済産業大臣の諮問機関である産業構造審議会保安・消費生活用製品安全

分科会は、水素社会の実現を見据え、水素のサプライチェーン（製造、輸送・貯蔵、利

用）の各段階において、保安規制の面から、安全を前提としつつ、利用環境の整備を着実

に実施していくことが重要であるとし、2050年カーボンニュートラルの実現等を見据え、

水素社会の実現のため、個々の規制の改正だけではなく、水素保安の全体戦略を、2022年

度中を目途に検討し、策定していく必要があるとの提言を行った。 

 

上記を踏まえ、2022年８月に「水素保安戦略の策定に係る検討会（座長：三宅淳巳 横

浜国立大学理事・副学長）」を立ち上げ、水素社会の実現を見据え、水素のサプライチェ

ーンの各段階において、ⅰ）水素保安規制の現状と課題を整理するとともに、ⅱ）安全の

確保を前提としつつ、水素利用に関する規制の合理化・適正化を含め、水素利用を促す環

境整備を構築するため、三つの検討の視点から議論を行い、水素保安戦略を策定するため

の検討を行った。 

 

（三つの検討の視点） 

・消費者・地域住民等の安全・安心の確保 

・円滑な水素利用を進めるためのサプライチェーン全体を見渡したシームレスな対応 

・水素の物理的特性や技術的進展、リスクに応じた対応 

 

水素は、他法令を含め、既存の産業保安の枠組みの活用を前提に、一定の水素利活用を

促す環境整備は存在するものの、これらは必ずしも大規模な水素利活用を前提としたもの

ではないため、規制の合理化・適正化を含め、水素利用を促す環境整備を構築するために

は、技術開発等を進め、新たな利用ニーズを安全面で裏付ける科学的データ等が不可欠と

なる。このため、官民一丸となって、水素の市場導入の加速のため、安全確保を裏付ける

科学的データ等の獲得を徹底的に追求し、タイムリーかつ経済的に合理的・適正な水素利

用環境を構築するとともに、シームレスな保安環境を構築するべく我が国の技術基準を国

内外に発信し、世界的に調和の取れたルールメイキングを目指すことが重要である。 

 

この基本認識に立ち、水素保安戦略は、「世界最先端の日本の水素技術で、水素社会を

実現し、安全・安心な利用環境を社会に提供する」ことを目的に、以下に示す３つの行動

方針（方法）と目的を実現するための９つの主な手段等により今後の取組を構成する。 

 

行動方針１：技術開発等を通じた科学的データ・根拠に基づく取組 

手段１：科学的データ等の戦略的獲得と共有領域に関するデータ等の共有 

✓ 安全の確保を前提に水素の利活用を進めるには、安全性を客観的に証明する

根拠としての科学的データを戦略的に獲得することが必要。国の予算を活用する最先

端の技術開発プロジェクト等を通じ、保安基準の策定に資する科学的データ等を戦略

的に獲得する。 

✓ さらに実証終了時には、取得した安全に関する科学的データ等は、共有領域
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に該当するものとして、原則的に官民で共有する。 

 

手段２：円滑な実験・実証環境の実現 

✓ 安全の確保を証明する科学的データの取得に必要な実証試験等が円滑に行わ

れるように、実証試験等の実施のための環境を整える。 

 

行動方針２： 水素社会の段階的な実装に向けたルールの合理化・適正化 

手段３：サプライチェーンにおいて優先的に取り組む分野の考え方 

✓ 優先的に取り組む分野の考え方として、『水素・アンモニアの消費量』、

『導入に向けた設計が開始される時期』、『事業推進官庁において実証事業が行われ

るなどの政策的な位置づけ』の3つを設定する。 

 

手段４：今後の道筋の明確化 

✓ 技術開発・実証段階と、商用段階の２つの段階に分けて対応する。技術開

発・実証段階では、既存法令を活用した迅速な対応を実現する。商用化段階では、新

たな技術基準の策定等の恒久的な措置を講じる。その際、技術基準は、法令間で共通

化を図り、適用法令が異なっても求められる安全水準の共通化することで、シームレ

スな保安環境を構築する。 

✓ 中長期的には、今後の水素利活用の事業実態や事業規模、現行法令上の課題、

国際動向等を踏まえ、合理的・適正な保安体系に移行する。 

 

手段５：第三者認証機関・検査機関の整備・育成 

✓ 水素のノウハウ・知見・経験を集約した中核拠点（CoE）として、技術基準の

検討・策定、技術基準に沿った技術評価や検査を担う第三者認証機関・検査機関を整

備・育成することにより、水素社会を支える社会インフラとする。 

 

手段６：地方自治体等との連携 

✓ 水素社会の段階的な実装には、高圧ガス分野において安全確保を担っている

自治体に対して国がサポートする 

 

行動方針３：水素利用環境の整備 

手段７：リスクコミュニケーション 

✓ 水素社会実現に関わる各関係者が、各地域特性も踏まえつつ、消費者・地域

住民等に対し、水素の物性や取扱い、安全対策等に対する理解を深めるための情報発

信や教育等といったリスクコミュニケーションを進めていく。 

 

手段８：人材育成 

✓ 安全確保の土台となる人材の確保と、国内外の水素保安分野の議論をリード

する人材の育成が重要で、質と量両面での取組が必要。水素社会を担う人材プールを

形成していく。 

✓ 国、事業者・事業者団体等が大学・研究機関を支え、大学等が人材育成・高

度化の源泉となる人材供給の源泉となる知の好循環を生み出していく。 

 

手段９：各国動向の把握、規制の調和・国際規格の策定に向けた取組 

✓ 官民共に、主要国の動向の把握のためにバイ・マルチの国際会議への参加を

通じた情報収集・実態把握、関係機関との関係強化を図る。水素保安規制の国際調和

のために、技術基準の共通化等を行う分野の特定と議論に参加していく。  
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はじめに 

 我が国の⽔素保安をめぐっては、気候変動問題への対応の要請、水素利用テクノロジー

の進展、業態の融合化・多様な主体の関与、安全利用に対する要請など、内外環境が大き

く変化している。例えば、水素利用テクノロジーの進展に伴い、例えば水素混焼による発

電や燃料電池自動車（FCV）以外のモビリティの燃料等、活用の幅が急速に広がるなど、

今後、水素の大規模利用が実証段階から社会実装に段階的に進んでいく。 

 

このため、本格的な水素の大規模利用が始まる前に、2050年（長期）を視野に、サプラ

イチェーン全体をカバーした保安規制体系の構築に向けた今後５から10年程度の官民の行

動指針として、水素保安の全体戦略（水素保安戦略）の策定が必要である。 

 

その際、水素は、分子が小さく漏洩しやすい、爆発しやすい、金属材料を脆化させる、

といった独自の性質を有しており、産業保安の観点からは、これらの性質に十分留意し、

安全の確保を前提としつつ、水素の利用を促す環境を構築していく必要がある。 

 

  こうした中、2022年８月に「水素保安戦略の策定に係る検討会（座長：三宅淳巳 横浜

国立大学理事・副学長）」を立ち上げ、水素社会の実現を見据え、水素のサプライチェー

ンの各段階において、ⅰ）水素保安規制の現状と課題を整理するとともに、ⅱ）安全の確

保を前提としつつ、水素利用に関する規制の合理化・適正化を含め、水素利用を促す環境

整備を構築するため、三つの検討の視点から６回の議論を行い、今般これまでの議論を整

理した中間とりまとめを行うものである。 

 

水素保安戦略は、大規模な水素利用に向けた合理的な保安規制体系を世界に先駆けて構

築するため、2050年（長期）を視野に入れ、今後５年から10年程度の官民の行動指針とし

て、将来目指すべき姿や目標として官民が達成すべき大きな方向性・ビジョンを示すも

の。2025年（短期）、2030年（中期）までの取組についても工程表の中で示すことによ

り、水素社会が段階的に実装する中で、短期的・中期的な官民の取組についても具体的な

示唆を与えるものとして、官民問わず水素保安に関わる全ての関係者の行動指針と位置づ

け、今後関係者による取組が戦略的に取り組まれることを期待する。  
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第１章 水素保安をめぐる環境変化と課題 

第１節 水素の物質特性 

水素は分子式H2で表される、常温・常圧で気体の物質である。あらゆる気体の中で最も

軽い、無色・無臭、拡散しやすい・漏洩しやすい、金属材料を脆化させる、着火しやす

い、爆発しやすいといった独自の性質を有しており、特に産業保安の観点からは、これら

の性質に十分に注意を払う必要がある。以下に気体の水素の主な特性を示す。 

 

 空気より軽い：水素はあらゆる気体の中で最も軽いという特徴を持つ。（水素の比重は

空気1に対して0.071）。 

 無色・無臭・無毒：水素単体は無色・無臭・無毒の気体である1。そのため、付臭等の処

置を施さなければ、人間の感覚では検知することが難しい。なお、水素が燃焼したとき

の火炎も紫外域であり発光はほとんど目に見えず、水素が燃焼していても目視にて確認

することは難しい2。 

 拡散しやすい・漏洩しやすい：水素は密度が最も小さいことから、軽いだけでなく、あ

らゆる気体の中で拡散係数も最も大きい（0.61 cm2/s（常圧、20℃、空気中）2）という

特徴を持つ3。この特徴ゆえに、漏洩した場合には、上方に拡散しやすく、その速度は他

のガスに比べて速い。さらに、分子サイズが気体の中で最小であることから、目視では

確認できないほどのごくわずかなき裂からも漏洩する。そのため、高圧水素を用いる際

には特にこの点に注意を払う必要がある。 

 金属材料を脆化させる：水素は、金属材料の種類によっては材料中に侵入して延性や靭

性といった材料強度を低下させる性質を持つ（なお、この現象は水素脆化と呼ばれる）2。

この現象は特に高圧下で顕著であり2,3、材料強度の低下を原因とした漏洩等で重大な事

故につながることがないよう、適切な材料を用いる必要がある。 

 着火しやすい：水素の最小着火エネルギーは0.02 mJで、これはメタンが主成分の天然ガ

スの1/10以下に相当する2。さらに、空気中で燃焼可能な濃度範囲が広く（4～75 vol%2）

静電気程度のわずかなエネルギーでも着火する。そのため、メタンなどで有効な静電気

対策でも水素では不十分である可能性がある4。 

 爆発しやすい：水素は燃焼速度が大きい（空気中で2.91 m/s、メタンは0.37 m/s5）ため、

爆発しやすく、閉鎖環境下で一度着火してしまうと爆発を起こし、爆風により周囲に被

害を及ぼす可能性がある。 

 

水素、アンモニアと、メタン（天然ガスの主成分）、LPガスの物性の比較を表 1に示

す。 

  

 

 
1 （出典）厚生労働省,モデルSDS「水素」（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/1399.html） 
2 （出典）繁森敦,水素の物性と安全な取り扱いについて

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsj/55/1/55_59/_pdf） 
3 （出典）繁森敦,水素ステーションの安全対策, 火炎（2016） 
4 （出典）井上雅弘, 水素の安全利用,電気設備学会誌（2016）

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieiej/36/4/36_263/_pdf） 
5 （出典）小林秀昭, カーボンフリーアンモニア燃焼, 日本燃焼学会（2016）

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcombsj/58/183/58_41/_pdf/-char/ja） 

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/1399.html
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表 1 各エネルギー源の物性比較表 
 水素 アンモニア メタン 

（天然ガス） 

プロパン 

（LPガス） 

ガス比重 

（空気＝１）
1,6,7,8

 

0.07 0.5967 0.6 1.6 

拡散係数（cm2/s）

（常圧、空気中、

20℃）
2
 

0.61 －（情報なし） 0.16 0.12 

最小着火エネルギー

（mJ）2,9 

0.02 約170 0.28 0.24 

燃焼範囲（Vol%）

（空気中）2,6 

4.0～75.0 15.4～33.6 5.0～15.0 2.1～9.5 

燃焼速度（m/s）
5,
 2.91 0.07 0.37 0.43 

 

 また、水素を輸送・貯蔵するための担体（水素キャリア）には、圧縮水素、液化水素、

アンモニア、有機ハイドライド、メタネーション等の形態が存在し、保安面の留意点も異

なる。表 2に各水素キャリアの特徴を示す。 

 

表 2 水素キャリアの種類と特徴 
 圧縮水素 液化水素 アンモニア MCH 

（有機ハイドライド） 

e-methane 
（合成メタン） 

体積 

（対常圧水素）
10 

約1/200 

（20MPaの場合） 

約1/800 約1/1300 約1/500 約１/600 

液体となる条件
10 

－ -253℃・常圧 -33℃・常圧等 常温常圧 -162℃/常圧 

水素含有量 

（重量%）11 

100 100 17.8 6.16 25.1 

貯蔵時の留意点 高圧下での取扱い

となる。 

極低温化での

取扱いとな

る。 

低温や高圧下

での取扱いと

なる。毒性が

ある。 

脱水素後のトル

エンは毒性があ

る。 

低温や高圧下

での取扱いと

なる。 

 

  

 

 
6 （出典）厚生労働省,モデルSDS「アンモニア」（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/7664-41-7.html） 
7 （出典）厚生労働省,モデルSDS「メタン」（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/1402.html） 
8 （出典）厚生労働省,モデルSDS「プロパン」（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/1404.html） 
9 （出典）北川徹三, アンモニアの爆発危険性,工業化学雑誌 (1966)

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/nikkashi1898/69/7/69_7_1263/_pdf） 
10 （出典）第1回 水素政策小委員会/アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 資料3

（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/001_03_00.pdf） 
11 分子量より計算。なお、右記も参考。杉山幹雄, 水素燃料としての液化アンモニアの利用について

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/swsj1965/58/4/58_434/_pdf） 
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第２節 水素保安をめぐる環境変化 

地球温暖化等を原因とする気候変動問題の解決が喫緊の課題となっている。我が国は、

2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言12しており、気候変動対策として、カ

ーボンニュートラルの実現に向けた取組が必要となっている。その手段として、従来はプ

ロセス・材料利用であった水素を、積極的にエネルギーとして用いる動きが広まってお

り、すでに自動車分野では取り組みが進んでいる。そうした中で、水素・アンモニアは、

カーボンニュートラルの実現に向けて、燃料用途での大規模利活用の可能性等が政策面で

も検討されており、水素混焼による発電や燃料電池自動車以外のモビリティの燃料等、適

用範囲の幅が拡大しており、水素・アンモニアの利用を巡る、様々な環境変化が生じてい

る。そこで本節では水素を巡る環境変化について、（１）気候変動問題への対応の要請

等、（２）水素利用テクノロジーの進展、（３）多様な主体の関与、（４）安全・安心利

用に対する要請の4つの観点から整理する。 

 

⑴ 気候変動問題への対応の要請等 

水素は、輸送・発電・産業といった多様な分野の脱炭素化に寄与する、カーボンニュー

トラル（CN）に必要不可欠なエネルギーとして社会実装の加速化が求められており、実際

に世界全体としても水素の利用促進が一つのトレンドとなっている。日本では2013年12月

に産学官からなる「水素・燃料電池戦略協議会」を設置し、2014年6月に、水素社会実現に

向けた官民の関係者の取組を示した「水素・燃料電池戦略ロードマップ（2016年3月改訂、

2019年3月改訂）13」を公表した。さらに2017年12月に「水素基本戦略14」が世界で初めて

策定されたことを先駆けとして、2020年10月に菅総理（当時）による2050年CN宣言を受け

た「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略15」（2020年12月、2021年6月策

定）では水素が重点分野の一つとして位置づけられ、2050年までの年間導入量やコスト等、

具体的な数値目標が示された。さらに2021年10月公表された「第6次エネルギー基本計画16」

では図 1の通り、水素・アンモニアが新たな資源と位置づけられ、「現在約200万t/年と推

計される水素供給量を2030年に最大300万t/年、2050年には2,000万t/年程度に拡大するこ

とを目指す」（アンモニア含む）といった内容が含まれ、将来的に水素・アンモニア供給

量が大幅に増加する方向性にある。 

また、昨今のウクライナ情勢等により、エネルギー安全保障の確保がさらに強く求めら

れる中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化を両立できる水素・アンモニア等はより一層

重要視されている。 

  

 

 
12 （出典）https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokushu/green.html  
13 （出典） 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12109574/www.meti.go.jp/press/2018/03/20190312001/20190312001.html 
14（出典） https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_energy/pdf/hydrogen_basic_strategy.pdf 
15（出典） https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-3.pdf 
16（出典） https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005-1.pdf 
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図 1 「第6次エネルギー基本計画」における水素の供給目標と活用方針17 

 
 

⑵ 水素利用テクノロジーの進展 

従来からの燃料電池や燃料電池自動車（FCV）に加え、水素混焼による発電、船舶や鉄道

車両といった自動車以外のモビリティへの燃料利用等、水素バリューチェーン全体が拡大

し、水素の利活用が急速に拡大していくことで、今後の利用拡大が見込まれている。以下

にその一例を示す。 

水素製造段階では、従来の炭化水素の改質等と比較して製造時のCO2排出を抑制するため、

水素の製造時に排出されるCO2を回収・貯留するCCSを活用したブルー水素、再生可能エネ

ルギーを利用して水電解により製造するグリーン水素などが進められている18。 

水素輸送及び貯蔵段階では、国内輸送はパイプライン19が事業段階にあり、国際輸送は液

化水素運搬船による水素輸入が実証段階にある。また、液化水素タンクは今後の水素利用

拡大に伴い大規模化する見込みである20。 

水素利用段階では、例えばモビリティ分野において、FCVにおけるバス・トラックへの拡

大や船舶、鉄道車両、さらにはフォークリフトなども燃料電池化が検討あるいは実装され

つつある20,21,22,23,24,25。今後は船舶や航空機分野において水素エンジンの活用も期待される
26,27。また発電分野では、家庭用燃料電池（エネファーム）に加え、中規模工場で使われる

 

 
17 第6次エネルギー基本計画をもとに、事務局作成 
18 （出典）第2回 水素保安戦略の策定に係る検討会（2022年9月5日）資料4山梨県企業局資料

（https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/002_04_00.pdf） 
19 （出典）第2回 水素保安戦略の策定に係る検討会（2022年9月5日）資料2東京ガス株式会社資料

（https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/002_02_00.pdf） 
20 （出典）第2回 水素保安戦略の策定に係る検討会（2022年9月5日）資料3川崎重工業株式会社資料

（https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/002_03_00.pdf） 
21 （バスの事例）日野自動車株式会社（https://www.hino.co.jp/corp/news/2015/20150721.html） 
22 （トラックの事例）日野自動車株式会社（https://www.hino.co.jp/corp/news/2020/20201013-002705.html） 
23 （船舶の事例）ヤンマーホールディングス株式会社

（https://www.yanmar.com/jp/about/technology/vision1/fuel_cell_system/） 
24 （出典）（鉄道の事例）東日本旅客鉄道株式会社（https://www.jreast.co.jp/press/2020/20201006_4_ho.pdf） 
25 （出典）（フォークリフトの事例）株式会社豊田自動織機 

（https://www.toyota-shokki.co.jp/news/2022/09/13/005420/index.html） 
26 （出典）（船舶の事例）株式会社商船三井（https://www.mol.co.jp/pr/2021/21102.html） 
27 （出典）（航空機の事例）川崎重工業株式会社（https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20211105_1.html） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/002_04_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/002_02_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/002_03_00.pdf
https://www.hino.co.jp/corp/news/2015/20150721.html
https://www.hino.co.jp/corp/news/2020/20201013-002705.html
https://www.yanmar.com/jp/about/technology/vision1/fuel_cell_system/
https://www.jreast.co.jp/press/2020/20201006_4_ho.pdf
https://www.toyota-shokki.co.jp/news/2022/09/13/005420/index.html
https://www.mol.co.jp/pr/2021/21102.html
https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20211105_1.html
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大規模燃料電池が実用化され28、また水素の燃焼によりタービン等を動かして発電する水素

発電の技術開発、実証も進められている29。さらに、広域水素利用として、オンサイト型水

素ステーションと純水素燃料電池、パイプラインを中核とした水素タウンといったコンセ

プト30や、製鉄プロセス、熱源としての産業利用31,32の検討も行われている。 

 

⑶ 多様な主体の関与 

水素利用テクノロジーの進展に伴い、水素は発電、化学・製鉄、運輸といった幅広い分

野での利用が見込まれる。その用途の広さから多様な主体の関与と協業が進んでいる。例

えば、輸入水素の国内受入～産業分野や発電等まで、愛知・岐阜・三重の3県にまたがる広

域サプライチェーンの社会実装を目指す中部圏水素利用協議会（2022年7月時点で民間企業

18社が参画33）では、中部の主要需要となる各産業セクターの代表会社（自動車・化学・製

鉄メーカー等）、水素エネルギー関連、インフラ関連会社、金融機関等が協業し、大規模

水素サプライチェーン構築に向けた検討を行っている34。また静岡県裾野市にてトヨタ自動

車が建設を進める実証都市Woven Cityでは、ENEOSとトヨタ自動車が協業し、近隣での水

素ステーションの建設・運営、水電解装置による再エネ由来水素の製造及び供給、Woven 

Cityにおける物流車両動力源の燃料電池化の推進等を実施している35。  

 

⑷ 安全・安心利用に対する要請 

先述の通り、水素の利用シーンが拡大する中で利用の場が臨海部の工場等の特殊地域か

ら市街地へ拡大するほか、利用主体も事業者だけではなく、FCVやFCバス、水素ステーショ

ン、エネファームなど、国民生活に身近なところにまで拡大しつつあり、個人消費者や地

域住民の安全・安心の確保も見落とすことができない点である。例えば、戦略的イノベー

ション創造プログラム（SIP）において行われた一般市民を対象とした水素エネルギーシス

テムの意識調査36では、水素ステーションが普及していった場合、回答者のほぼすべてが水

素ステーションを利用すると回答したものの、そのうち28%は不安を抱えながら、32%はど

ちらともいえないが利用すると回答しており、事業者や国・自治体等と一般市民との安全

に関するコミュニケーションが欠かせない状況である。 

水素の拡大には一般市民が安心して水素を利活用できることが大前提であることから、

「水素基本戦略」においても安全性に対する理解及び水素利用の意義について国民全体で

 

 
28 （出典）（大規模燃料電池の事例）東芝エネルギーシステムズ株式会社

（https://www.global.toshiba/jp/news/energy/2021/11/news-20211130-01.html） 
29 （出典）（水素発電の事例）三菱重工業株式会社（https://www.mhi.com/jp/news/220214.html） 
30 （出典）（水素タウンの事例）東京都都市整備局

（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/sensyumura/energy/） 
31 （出典）（製鉄プロセスの事例）一般社団法人日本鉄鋼連盟（https://www.course50.com/） 
32 （出典）（熱源の事例）太陽日酸株式会社（https://www.tn-

sanso.co.jp/jp/file_download.php?id=0EdNFfoiQNQ%3D&fileid=Qr2leW9K%2Bz1u8mMei6OkvP2PtPuzC3Fc&link.pdf） 

（熱源の事例）太陽日酸株式会社（https://www.tn-

sanso.co.jp/jp/file_download.php?id=0EdNFfoiQNQ%3D&fileid=Qr2leW9K%2Bz1u8mMei6OkvP2PtPuzC3Fc&link.pdf） 
33 （出典）中部圏水素利用協議会資料（https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/slo5pa000000ozyf-

att/slo5pa000000p027.pdf） 
34 （出典）第23回水素・燃料電池戦略協議会（2021年3月4日） 資料7中部圏水素利用協議会資料 

（https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/suiso_nenryo/pdf/023_07_00.pdf） 
35 （出典）ENEOS株式会社、トヨタ自動車株式会社、ウーブン・プラネット・ホールディングス株式会社 

（https://www.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20220323_01_01_1170836.pdf） 
36 （出典）戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）/エネルギーキャリア/エネルギーキャリアの安全性評価研究/水

素ステーションの社会総合リスクアセスメント書（https://www.jst.go.jp/sip/dl/k04/end/team10-2.pdf） 

https://www.global.toshiba/jp/news/energy/2021/11/news-20211130-01.html
https://www.mhi.com/jp/news/220214.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/sensyumura/energy/
https://www.course50.com/
https://www.tn-sanso.co.jp/jp/file_download.php?id=0EdNFfoiQNQ%3D&fileid=Qr2leW9K%2Bz1u8mMei6OkvP2PtPuzC3Fc&link.pdf
https://www.tn-sanso.co.jp/jp/file_download.php?id=0EdNFfoiQNQ%3D&fileid=Qr2leW9K%2Bz1u8mMei6OkvP2PtPuzC3Fc&link.pdf
https://www.tn-sanso.co.jp/jp/file_download.php?id=0EdNFfoiQNQ%3D&fileid=Qr2leW9K%2Bz1u8mMei6OkvP2PtPuzC3Fc&link.pdf
https://www.tn-sanso.co.jp/jp/file_download.php?id=0EdNFfoiQNQ%3D&fileid=Qr2leW9K%2Bz1u8mMei6OkvP2PtPuzC3Fc&link.pdf
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/slo5pa000000ozyf-att/slo5pa000000p027.pdf
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/slo5pa000000ozyf-att/slo5pa000000p027.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/suiso_nenryo/pdf/023_07_00.pdf
https://www.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20220323_01_01_1170836.pdf
https://www.jst.go.jp/sip/dl/k04/end/team10-2.pdf
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認識を共有するため、国は地方自治体や事業者とも連携しながら、適切に情報発信すると

いう方針が掲げられている。今後、いかに安全意識を醸成するかも一つの課題となってい

る。 
水素基本戦略 ４．10．国民の理解促進、地域連携（抜粋）14 

FCVやFCバス、水素ステーション、エネファームなど、国民生活に身近なところでの水素利用が広がって

いる。こうした動きを今後更に加速していくためには、水素の安全性に対する理解はもちろんのこと、水

素利用の意義についても国民全体で認識を共有していくことが必要である。そのため、国は地方自治体や

事業者とも連携しながら、適切に情報発信していく。 

 

第３節 水素保安をめぐる主要国の動向 

１．主要各国の水素戦略等における保安分野の取組 

⑴ EUの水素戦略等における保安分野の取組 

欧州連合（EU）は、2020年７月に「欧州の気候中立に向けた水素戦略37」を発表した。同

戦略は、2050年までの気候中立を目指す欧州グリーンディール政策の一環であり、再生可

能エネルギーから生産するグリーン水素を推進する方針が示された。具体的には、同戦略

のロードマップにおいて、グリーン水素の生産規模やユースケースについて３段階のフェ

ーズに分けた具体的な目標が定められた。例えば、2025年～2030年までとなるフェーズ２

では、水素STネットワークの確立及びEU全域でのパイプラインの敷設や大規模貯蔵施設の

建設といった水素供給網の整備の必要性について言及した上で、数値目標として、水電解

装置を40GW以上設置すること、グリーン水素を最大1,000万トン製造することが掲げられた。

ただし、短中期的には、化石燃料から生産する低炭素水素（炭素回収等と組み合わせた化

石燃料由来の水素等）についても推進するとしている。各フェーズの目標について、表 3

に示す。さらに2022年5月、ウクライナ情勢を受け、「REPowerEU38」を発表した。この中で、

エネルギーの脱ロシア依存に向け、エネルギー安全保障を強化することを狙い、グリーン

水素の製造・輸入目標を欧州グリーンディール政策の目標の約2倍となる年間約2,000万ト

ン（うちEU域内1000万トン）に拡大した39。 

  

 

 
37 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe

（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0301） 
38 REPowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe

（https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-

and-sustainable-energy-europe_en） 
39 （出典）https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483 
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表 3 「欧州の気候中立に向けた水素戦略」における各フェーズの目標 

 フェーズ１ 

（2020年～2024

年） 

フェーズ２ 

（2025年～2030年） 

フェーズ３ 

（2030年～2050年） 

水電解装置 6GW以上 40GW以上 － 

再エネ由来水

素 

最大100万トン製造 最大1,000万トン 

（その後「REPowerEU」におい

て最大2,000万トンに引き上げ） 

－ 

製造段階 
化学分野での水素

生産を脱炭素化。 

鉄鋼や鉄道、トラック等、新た

な需要に対応しつつ、グリーン水

素のコスト競争力を強化。 

さらなる水素需要増加に

対応するため、再エネ電力

の増強も必要となる。 

輸送段階 水素の需要が限ら

れるため、主に地産

地消型を想定。一方

で、長期的視点に立

ちCCSやパイプライン

整備に向けた計画も

同時に進めていく。 

EU全体で水素製造・利活用が進

むため、EU全土へのパイプライン

整備を進める。水素需要増加に伴

い、天然ガス需要が減少すること

から既存の天然ガスパイプライン

の一部を水素用に転用することも

視野に入れる。 

－ 

利用段階 

水素燃料電池バス

やトラックの導入に

向けた水素STの整備

が必要。 

水素 ST のネットワーク確立と

ともに、水素タウンに相当する水

素利用街区の展開。EU 全域での

水素インフラ（パイプライン、大

規模貯蔵施設）が必要。 

脱炭素化が難しい業種を

含むすべての分野を水素

化。 
水素、水素由来の合成燃

料の航空・水上輸送等の業

種への導入可能性を示唆。 

 

 保安規制に関連する施策に関しては、同戦略の中で、今後国際標準化機関等を通じて、

規制調和を拡大していく可能性について言及している。現在、EUは国際水素・燃料電池パ

ートナーシップ（IPHE）に深くかかわり、ミッションイノベーション及びクリーンエネル

ギー大臣会合水素イニシアチブ（CEM H2I）の下でクリーン水素の推進ミッションを共同リ

ードしているが、今後は国際機関との協力を進めることで規制調和を拡大していくことと

している。 

また、水素供給網の構築に関連して法規制見直しの動きもあり、近年では域内ガス市場

の共通ルールを定める指令（以下、ガス指令）の改正40及び域内ガス市場規則（ガス規則）

の改正41が提案された。ガス指令及びガス規則は、ガス供給に関する規制を定めていたもの

であるが、改正の提案で水素供給に関する規制が明記された。具体的には、既存のガス供

給に関する規制をベースに、事業の分離義務や料金等に関する規制が追加された。その他、

改正提案では、EU加盟国間での水素供給網の相互接続を促進することを目的として、水素

に係る規格を制定するといった保安面に関する内容も含んでいる41。 

  

 

 
40 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal 

markets in renewable and natural gases and in hydrogen（COM/2021/803 final）：（https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:803:FIN） 
41 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal markets for 

renewable and natural gases and for hydrogen (recast)（COM/2021/804 final）：（https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:804:FIN） 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:803:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:803:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:804:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:804:FIN
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⑵ ドイツの水素戦略等における保安分野の取組 

ドイツは、2020年６月に「国家水素戦略42」を発表した。同戦略は、欧州グリーンディー

ル政策に沿ったものであり、EUにおける「欧州の気候中立に向けた水素戦略」と同様、長

期的にはグリーン水素を推進する方針を示している。同戦略では、2023年までに取り組む

38項目の具体的な施策が提示されており、工業及び交通分野での水素利活用やEU加盟国間

での水素生産・輸送などを重点分野として、水素製造や燃料電池自動車に対する導入支

援、国際的な水素インフラに関する規制基盤の整備等が挙げられている。さらに技術開

発・基準整備の観点からは、既存のガス供給インフラ等の水素供給への利用可能性を踏ま

えた規制の早期整備及びEU域外の国々と基準の共通化や、「エネルギー転換に向けた規制

のサンドボックス制度」等を例示しながら水素関連の重要技術において戦略的に共同研究

活動の取組を実施することも挙げられている。 

前述した同戦略における水素供給網に関する施策に関連して、2021年７月、ドイツでは

エネルギー産業法（EnWG）の改正43が行われた。エネルギー産業法は、ドイツにおけるエネ

ルギー供給網の競争及び供給安定等を目的としたもので、今般の改正でエネルギーとして

電気、ガスに加え水素が明記され、同法に基づき水素供給網に関する規制が規定された。

追加された水素供給網に対する規制は、既存の電気、ガスの供給網における規制枠組みを

ベースとしており、今後は水素供給網についても供給事業者の事業の分離や供給網開発計

画の作成、提出義務等が課されることとなった。また保安分野に特に関連するところとし

て、水素パイプラインの技術基準について、DVGW（独ガス水道協会）が策定したガスパイ

プラインの基準に準用することとされた。これは水素に関する基準が現状制定されていな

いことを踏まえたもので、前述したEUのガス指令及びガス規則が改正されるまでの過渡的

な措置とされている44。その他、改正では、供給する水素品質に関する規格等の基準を策定

するといった内容も含まれている。 

 

⑶ 米国の水素戦略等における保安分野の取組 

 米国エネルギー省（DOE）は、水素に係る研究開発・実証を推進し、コスト低減を図る戦

略として、2020年に「Hydrogen Program Plan45」を発表した。同戦略では、水素の製造や

輸送、貯蔵、様々なアプリケーションごとのターゲットが設定された。2021年には、

「Energy Earthshots Initiative」を立ち上げ、10年以内に、より豊富で手ごろな価格の

信頼性の高いクリーンエネルギーの達成を目指して、ブレークスルーを加速させることを

示した46。最初の Energy Earthshots である「Hydrogen Shot47」では、クリーンな水素製

造コストを 10年で 80%削減し、1＄/kgを目指すことが示された。さらに 2022年 9月に

 

 
42 Die Nationale Wasserstoffstrategie：（https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-

nationale-wasserstoffstrategie.html) 
43 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung：（URL：https://www.gesetze-im-

internet.de/enwg_2005/BJNR197010005.html）、Gesetz zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung 

reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht

（https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s3026.

pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3026.pdf%27%5D__1671674618435） 
44 西村あさひ「令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（国内外における水素バリューチェーン構

築に際しての規制体制等に関する調査）受託調査報告書」

（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000336.pdf） 
45 Hydrogen Program Plan （https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen-program-plan-2020.pdf） 
46 https://www.energy.gov/articles/secretary-granholm-launches-hydrogen-energy-earthshot-accelerate-

breakthroughs-toward-net 
47 Hydrogen Shot （https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-shot） 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/BJNR197010005.html
https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/BJNR197010005.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s3026.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3026.pdf%27%5D__1671674618435
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s3026.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3026.pdf%27%5D__1671674618435
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000336.pdf
https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen-program-plan-2020.pdf
https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-shot
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は、「National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap（ドラフト版）48」が公表された。

これは、インフラストラクチャ法 (BIL)の要請を受け、2050 年までにネットゼロ経済を支

える水素技術の市場導入に係る国家戦略である。「Hydrogen Program Plan」や「Hydrogen 

Shot」等を踏まえ制定され、３年ごとに見直される予定である。  

保安規制に関しては、ガス、危険物等に対する規制が適応される場合がある。例えば、

一定数量の水素を取扱う場合には、米国労働安全衛生庁（OSHA）が所管の労働安全衛生基

準や米国環境保護庁（EPA）が所管の大気浄化法が適応される。消防関連規制は、連邦法で

はなく各州法で規定されており、例えば水素ステーションにおける離隔距離等の具体的な

規定は、州法で定められている。米国における保安規制では、全米防火協会（NFPA）等の

民間団体が定めた規格を参照する場合がある。（例：建築基準法に基づく水素ステーショ

ンの設計及び設置に適用される基準に関しては、NFPAが定める「NFPA 2「水素技術基準」

を参照している）。 

現在、連邦及び州の規制当局や、民間団体において、水素に関する活動に適用するため

の規制等の検討が進められているところである。前述した「National Clean Hydrogen 

Strategy and Roadmap（ドラフト版）」では、DOEは他の連邦機関、州、地方政府、コミュ

ニティ、その他の利害関係者と協力して、規制上のギャップを特定し、それに対処する戦

略を策定することとしており、水素バリューチェーンにおける各セグメント（製造、貯蔵、

パイプライン輸送、鉄道輸送、陸路輸送、水素輸送、各種利用技術）を監督する連邦及び

地方の所轄官庁（図 2）及び適用法令について整理された。 

 

図 2 各セグメントを監督する所轄官庁48 

 
（出典：米国National Clean Hydrogen Strategy and Roadmapドラフト版） 

  

 

 
48 National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap Draft 

（https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/clean-hydrogen-strategy-roadmap.pdf） 

https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/clean-hydrogen-strategy-roadmap.pdf
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⑷ 英国の水素戦略等における保安分野の取組 

英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省は、2021年8月に、「水素戦略（Hydrogen 

Strategy）」を発表し、2022年12月に更新版を公表49した。グリーン水素とブルー水素を大

量製造する計画が掲示されるとともに、2030年までに国内低炭素水素製造能力として5GWの

目標を示した。 規制枠組みとしては、4つのフェーズごとにロードマップを掲示した50。 

ロードマップにおけるフェーズごとの概要と規制枠組みについて、図 3のとおり整理さ

れる。 

図 3 ロードマップにおけるフェーズごとの概要と規制枠組み

 
 

保安規制に関連する施策としては、水素に関しては、一般的なガスに適用される既存の

法規制の対象となっている。既存の法規制が十分に広い範囲をカバーしているため、水素

事業に適用されることが明確な事例もある。例えば、ガス法（Gas Act 1986）では、水素

は「ガス（gas）」として扱われ、水素の供給、出荷及び輸送に関する「下流

（downstream）」の活動は、ガスネットワークの一部として規制されており、そのような

活動を行おうとする者は、許可の取得が必要。他方で、規制が適用されるかが明確でない

事例もあり、例えば、水素の製造に関する「上流（upstream）」の活動については、法律

上手当てがされていない44, 51。 

 

⑸ 韓国の水素戦略等における保安分野の取組 

韓国産業通商資源部は、水素自動車及び燃料電池を中心に水素経済を先導できる産業生

態系の構築を目指し、2019年1月に「水素経済活性化ロードマップ52」を策定した。同ロー

ドマップでは、2040年までの目標として、安定的で経済性のある水素流通体制の確立、安

全管理体系の確定及び水素生産エコシステムの構築、そして水素経済法及び安全法の制定

等が示された。 

保安規制に関連する施策としては、水素の安全管理システムを確立し、安全と産業がバ

 

 
49 英国の水素戦略（https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-

accessible-html-version, 2022年12月13日更新版）をもとに作成 
50 （出典）https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-accessible-

html-version#executive-summary 

（出典）https://www.gov.uk/government/news/major-acceleration-of-homegrown-power-in-britains-plan-for-

greater-energy-independence 
51 環境省 各国の水素基本方針（2020年12月時点の情報をもとに作成）

（https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/overseas-trend/PDF/overseas-

trend_05_eu_202101.pdf） 
52 （出典）水素経済活性化ロードマップ（https://policy.nl.go.kr/search/searchDetail.do?rec_key=SH2_PLC20190231080） 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-accessible-html-version#chapter-2-scaling-up-the-hydrogen-economy
https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-accessible-html-version#chapter-2-scaling-up-the-hydrogen-economy
https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-accessible-html-version#executive-summary
https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-accessible-html-version#executive-summary
https://www.gov.uk/government/news/major-acceleration-of-homegrown-power-in-britains-plan-for-greater-energy-independence
https://www.gov.uk/government/news/major-acceleration-of-homegrown-power-in-britains-plan-for-greater-energy-independence
https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/overseas-trend/PDF/overseas-trend_05_eu_202101.pdf
https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/overseas-trend/PDF/overseas-trend_05_eu_202101.pdf
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ランスよく発展する水素強国を実現することを目的に、2019年12月に「水素安全管理総合

対策53」が策定された。この背景には、水素製造施設や水素ステーション等の関連施設の構

築が進む中で、安全管理の法制度整備が緊急の政策課題として台頭したことや、国内外の

水素使用施設の事故54が起きたことから、国民の安全性に対する懸念を払拭する対策が緊要

とされたことがある。本対策では、水素安全管理の現況及び問題点が抽出されており、例

えば水素ステーション等の高圧水素（1MPa以上）は「高圧ガス安全管理法」に従って安全

管理されているが、低圧水素は「産業安全保健法」に従って作業場の事故防止を中心に安

全管理されている状況であること、水電解設備等の低圧水素設備は新技術として新たに市

場が形成中であり、グローバル基準を勘案して、国内の安全基準を確立する必要性等が示

されている。 

前述までの経緯を通じて、2020年2月、水素経済の支援施策と水素の保安規定整備という

両面から成る「水素経済の育成および水素安全管理に関する法律（略称：水素法）55」が制

定され、安全管理分野以外は2021年2月に施行、安全管理分野は2022年2月に施行された。

本制定によって、燃料電池や水電解装置などの水素用品56に関してその製造事業等への規制

が追加され、また低圧の水素燃料使用施設57（高圧ガス安全管理法で担保されない1MPa未

満）の安全確保に向けた法的根拠が構築された。水素法の全体像及び安全管理の概要を表 

4、表 5に示す。 

 

表 4 水素法の全体像58 
項目 内容 

総則 他の法律との関係（「高圧ガス安全管理法」、「都市ガス事業法」「液化石油ガスの安全管理

及び事業法」の適用除外）など（法第４条等） 

推進体制 水素経済委員会（委員長：国務総理）の構成および運営、水素の振興・流通・安全を担う機関

の指定、基本計画の策定など（法第5条～第6条、第33条～第35条等） 

支援施策 水素専門企業の確認・育成・支援、水素経済支援（人材育成、標準化、技術開発、国際協力な

ど）、統計調査など（法第11条、法第26条～第31条等） 

基盤構築 水素ステーションおよび燃料電池の設置要請、水素特化工業団地の指定、モデル事業（試作

品、実証など）の発掘・支援など（法第19条、第21条～24条等） 

安全管理 水素用品（燃料電池、水電解装置、水素抽出機）および水素燃料使用施設などの安全管理など

（法第36条～第49条） 

その他 水素流通の秩序を確立するための水素価格の報告・公開、禁止行為、保険加入および権限の委

任など（法第50条～第57条等） 

 

 

 
53 （出典）水素安全管理総合対策

（https://www.motie.go.kr/motie/py/td/energeitem/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=210274&bbs_cd_n=72&currentPage=1

&search_key_n=&cate_n=4&dept_v=&search_val_v=） 
54江陵科学団地の水素タンク事故（2019年5月）、ノルウェー水素ステーション火災（2019年6月）など 
55 （出典）水素経済の育成および水素安全管理に関する法律

（https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%88%98%EC%86%8C%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9C%A1%EC%84%B1%EB%B0%8F

%EC%88%98%EC%86%8C%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0） 
56 水素法及び水素法施行規則で次のように定義される。「燃料電池※（「自動車管理法」による自動車に装着されるもの

は除く）、水電解設備、水素改質設備。※次の各目のいずれか一つに該当するもの（ガ．燃料消費量が232.6キロワッ

ト以下の固定型設備とその付帯設備、ナ．移動型設備とその付帯設備）」 

（出典）水素法施行規則

（https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%88%98%EC%86%8C%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9C%A1%EC%84%B1%EB%B0%8F

%EC%88%98%EC%86%8C%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0%EC%8B%

9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99/(00409,20210205)） 

  
57 水素法及び水素法施行規則で次のように定義される。「以下の施設をいう。ただし、～略～。1．～略～燃料電池使用

者が所有又は占有している土地の境界から燃料電池まで至る施設。2．～略～水素製造設備又は水素貯蔵設備から燃料

電池まで至る施設。3．第1号の施設に配管で水素を供給するための施設～略～。」 
58 水素法を元に作成 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%88%98%EC%86%8C%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9C%A1%EC%84%B1%EB%B0%8F%EC%88%98%EC%86%8C%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0/(16942,20200204)
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%88%98%EC%86%8C%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9C%A1%EC%84%B1%EB%B0%8F%EC%88%98%EC%86%8C%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0/(16942,20200204)
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表 5 安全管理の概要（抜粋）58 
項目 内容 

水素用品の製

造許可 

（第36条） 

 水素用品を製造しようとする者は、（略）、市長・郡主・区長の許可を受けなければな

らない。 

 水素用品製造事業の許可を受けた者（水素用品製造事業者）は、産業通商資源部令で定

める施設基準と技術基準を順守しなければならない。 

安全管理規定 

（第41条） 

 水素用品製造事業者は、製造工程、自主検査方法など水素用品安全維持に関して、

（略）安全管理規定を定めて、事業を開始前に、市長・郡主・区長に提出しなければな

らない。この場合、韓国ガス安全公社の意見書を添付しなければならない。 

水素用品製造

施設の完成検

査（第43条） 

 水素用品製造事業者が、水素用品製造施設の設置工事又は変更工事を完工したときは、

その施設を使用する前に市長・郡主・区長の完成検査を受けて、合格した後にこれを使

用しなければならない。 

水素用品の安

全性確保 

（第45条） 

 産業通商資源部長官又は市長・郡主・区長は、水素用品の安全性確保のために必要であ

ると認めるときは、流通中の水素用品を収集して検査し、検査の結果重大な欠陥がある

と認めたら、その水素用品を製造又は輸入した者に、回収・交換・払い戻し及びその事

実の公表を命ずることができる。 

水素燃料使用

施設の検査 

（第47条） 

 水素燃料施設使用者は、（略）施設基準と技術基準に合うように水素燃料使用施設を備

えなければならない。 

 施設使用者は、水素燃料使用施設の設置工事又は（略）変更工事を完工すれば、その施

設の使用前に、（略）完成検査を受けなければならない。 

 施設使用者は、（略）一定期間ごとに定期検査を受けなければならない。 

詳細基準 

（第48条） 

 「高圧ガス安全管理法」第33条の2によるガス技術基準委員会は、次の各号のいずれか

一つに該当する基準の範囲で、その基準を充足する詳細な規格、特定の数値及び特定の

試験方法等を細部的に規定した基準（詳細基準）を定めることができる。 

 

水素法第4条には他法令との関係が記載されており、高圧ガス安全管理法等が適用される

場合は、水素法が適用除外となる。 
水素法第4条（他の法律との関係）55 

①水素事業及び水素の安全管理に関して、「高圧ガス安全管理法」、「都市ガス事業法」及び「液化石油

ガスの安全管理及び事業法」において規定する事項については、この法律を適用しない。 

②第1項にもかかわらず、燃料電池の製造及び検査に関しては、「液化石油ガスの安全管理及び事業法」を

適用せず、この法律において規定する事項を適用する。 

 

韓国における水素保安規制について、他法令含め概要を表 6に示す。 

表 6 韓国の水素保安規制の概要59 
規制 概要 

水素法55  高圧ガス安全管理法で担保されない低圧の水素用品56＊や低圧の水素燃料使用施設57※の安

全確保に向けた法的根拠の構築。 ※水素法で定義される。 

 水素専門企業の確認制度、水素ステーシ^ョンにおける水素販売価格の報告制度、水素ス

テーションおよび燃料電池の設置要請制度、水素特化団地の指定およびモデル事業の実

施 

 水素製造装置、移動型燃料電池（ドローン、フォークリフト）、定置用燃料電池等の安

全性確保のための製造許可・登録制度・安全検査 

高圧ガス安

全管理法60 

 高圧ガスの製造・保管・販売・運搬・使用から高圧ガスの容器・冷凍機・特定設備等の

製造と検査等に関する事項及びガス安全に関する基本的な事項が対象 

 基本的には10bar以上（１MPa）の高圧ガスを対象61 

 

 
59 水素法、高圧ガス安全管理法、都市ガス事業法、電気事業法、液化石油ガス法及びそれらの関連法を元に作成 
60 （出典）高圧ガス安全管理法

（https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkProc.do?lsNm=%EA%B3%A0%EC%95%95%EA%B0%80%EC%8A%A4+%EC%95%88%EC%A0%84%EA

%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95&chrClsCd=010202&mode=20&ancYnChk=0#） 
61

 （出典）高圧ガス安全管理法施行令 第2条

（https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkProc.do?lsNm=%EA%B3%A0%EC%95%95%EA%B0%80%EC%8A%A4+%EC%95%88%EC%A0%84%EA%

B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&chrClsCd=010202&mode=20&ancYnChk=0#） 

https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkProc.do?lsNm=%EA%B3%A0%EC%95%95%EA%B0%80%EC%8A%A4+%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95&chrClsCd=010202&mode=20&ancYnChk=0
https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkProc.do?lsNm=%EA%B3%A0%EC%95%95%EA%B0%80%EC%8A%A4+%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95&chrClsCd=010202&mode=20&ancYnChk=0
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規制 概要 

 10bar未満であっても、10bar以上のガスが通る設備に繋がる場合は対象※ 

※ただし、水素法で定義される水素燃料使用施設については除く62 

都市ガス事

業法63 

 都市ガスを製造、都市ガス卸売事業、一般都市ガスビジネス、都市ガス充填事業、ナフ

サ副生ガス・バイオガス製造事業及び合成天然ガス製造事業が対象 

 現段階では水素は対象外なるも、2026年までを目途に都市ガス中に水素を20%添加するこ

とを目標としており、本法の適用対象となるよう法令改正を予定64 

電気事業法
65 

 水素発電が対象66 

液化石油ガ

ス法67 

 液化石油ガスの輸出入・充電・貯蔵・販売・使用及びガス用品の安全管理を対象 

 現段階では水素は対象外 

 

⑹ 国際エネルギー機関（IEA）の政策提言 

 国際エネルギー機関（IEA）は「国際水素レビュー202168」において、2050年のカーボン

ニュートラルを念頭に、2030年までに到達すべきマイルストーンを各国の政策担当者向け

に提言している。ここでは、水素市場発展に向けた規制枠組みについて、「水素市場の発

展が初期段階にあることを考えると、他の成熟市場で機能する厳格な規制原則を適用する

のは時期尚早である。規制の失敗や規制の断絶といった深刻なリスクが生じる可能性があ

る。むしろ、定期的な市場監視に合わせて慎重に調整された段階的かつ動的な規制アプロ

ーチが、失敗のリスクを最小限に抑えることに役立つ。」と表現されており、規制につい

て、水素市場の発展段階を考慮し、段階的かつ動的な取組が推奨されている。 

 また、「国際水素レビュー202269」では、主要各国や国際間での水素市場に関するルール

策定や、技術基準の策定等に関する進捗状況を報告している。例えば、オーストラリア政

府は、ガス規制の枠組みを、2023年に準備が整うと予想される水素添加及び再生可能ガス

に拡大するための改革に取り組んでいる。また、オランダ政府は、水素市場の構築に関す

る見解として、水素製造、に関する活動は規制せずに市場活動に任せる一方、水素供給網

については規制する方針と報告されている。 

 

⑺ その他の国際団体等 

 国際的な水素の安全を推進することを目的に、米国化学工学会（AIChE）の傘下に「水素

安全センター（CHS（Center for Hydrogen Safety））」（NPO団体）が設立された。水素

の安全性やベストプラクティスをグローバルに普及させるための活動として、ガイドライ

 

 
62 （出典）高圧ガス安全管理施行規則 第2条1

（https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%A0%EC%95%95%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80

%EB%A6%AC%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99） 
63 （出典）都市ガス事業法

（https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%8F%84%EC%8B%9C%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95

） 
64 （出典）韓国通商産業資源部

（http://www.motie.go.kr/motiee/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=165265&bbs_cd_n=81） 
65 電気事業法（https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95） 
66 燃料電池や水素ガスタービンは水素法における水素燃料使用施設に該当するが、水素法施行規則において電気事業法に

該当するものは除外されている。 
67 液化石油ガス法

（https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%A1%ED%99%94%EC%84%9D%EC%9C%A0%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%9D%98

%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B0%8F%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95） 
68 （出典）IEA Global Hydrogen Review 2021：（https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2021） 
69 （出典）IEA Global Hydrogen Review 2022：（https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2022） 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%8F%84%EC%8B%9C%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%8F%84%EC%8B%9C%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95
http://www.motie.go.kr/motiee/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=165265&bbs_cd_n=81
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%A1%ED%99%94%EC%84%9D%EC%9C%A0%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%9D%98%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B0%8F%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%A1%ED%99%94%EC%84%9D%EC%9C%A0%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%9D%98%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B0%8F%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95
https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2021
https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2022
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ンの策定やフォーラムの開催、情報発信等の様々な取組を実施しており70、世界の水素事業

等に関する様々な企業が参画している（日本企業含む）。 

また、「国際水素安全協会（HySafe）」（NPO団体）では、水素の安全に関する研究や教

育、トレーニング等の様々な活動を実施しており71、水素安全に特化した専門家会議である

「国際水素安全会議（ICHS：International Conference on Hydrogen Safety）」も定期的

に開催され、世界的な研究交流も行われている。世界の様々な学会が参画している（日本

企業含む）。 

 

２．主要各国の水素保安を巡る課題 

主要各国においても水素バリューチェーンの各段階において、様々な課題が存在してい

る可能性があり、今後各国と連携して対応することも考えられる。以下に、その一例を示

す。 

製造段階では、水素製造施設に係る手続面や建設地域に関する課題がみられる。 

例えばEU・ドイツにおける産業廃棄物指令（IED）では、製造規模にかかわらず、環境影

響評価等も含めた工業規模レベルの手続が必要となっており、小規模・水電解等の設備に

おいては過大な負担がかかる。また、環境影響評価指令（EIAD)では、製造方法やプロセス

にかかわらず、他の有害化学物質を排出する化学製造プラントと同レベルの要件が課され

る可能性がある。その他、水素製造は製造方法にかかわらず、欧州の標準産業分類上の

「工業用ガスの製造」に該当し、産業活動とみなされるため、水電解等の施設の建設は工

業地域等に限られる72。 

貯蔵段階では、安全基準の更新に関する動向がみられる。例えば米国では、パイプライ

ン・危険物安全庁（PHMSA）が2016年に天然ガス地下貯蔵施設の新安全規制を導入してお

り、水素の地下貯蔵施設にも同様の規制が導入される可能性がある44。 

輸送段階では、水素の車両輸送、パイプライン輸送、それぞれで課題がみられる。 

例えばEUでは、車両輸送について、欧州危険物国際道路輸送協定（ADR）等で規定されて

いる安全係数（破裂圧力と公称充填圧の比）によって容器の許容量（ボンベ：450L、チュ

ーブ：3,000L）及びトラックの重量が規制されており、ボンベやチューブ等の容器を用い

た大容量輸送が制限されている73。 

また米国では、パイプライン輸送について、米国におけるASME規格 B31.12（Hydrogen 

Piping & Pipelines）で定められるパイプライン設計ガイダンスは、天然ガスと水素を混

ぜて使用する際、水素濃度が10％超える場合及び圧力が3000 psiを超える場合にのみ適用

されるため、水素濃度及び圧力の基準を満たさない場合の規定がないことが指摘されてい

る。74またEUでは、域内でのパイプラインを通した水素注入に関する規則や手続に関して加

盟国間でばらつきがあり、国家間の接続時の障壁となっている72。 

利用段階では、利用技術に応じた種々の課題が存在する。例えば米国では、圧縮ガス協

会（CGA）において、燃料電池自動車、水素ステーション、水素の地下貯蔵に関する安全基

準の策定に向けた検討が進められており、将来、連邦・州政府が規制の安全基準として採

用する可能性がある44。またEU・ドイツでは、燃料電池自動車の交通制限として、燃料電池

 

 
70 （出典）CHS HP : https://www.aiche.org/chs 

Hysut資料：https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_nenryo/pdf/013_06_00.pdf 
71 HySafe HP: http://www.hysafe.org/IAHySafe、NEDO資料: https://www.nedo.go.jp/content/100639756.pdf 
72 （出典）HY LAW EU Policy Paper（https://www.hylaw.eu/files/2019-

06/EU%20Policy%20Paper%20%28June%202019%29.pdf） 
73 （出典）HY LAW National Policy Paper - Germany（https://www.hylaw.eu/files/2018-

12/20181217_National%20Policy%20Paper%20DE%20en%20Final_0.pdf） 
74 （出典）SANDIA REPORT（https://www.osti.gov/biblio/1871191） 

http://www.hysafe.org/IAHySafe、NEDO資料
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バス・トラックでは、一部トンネル通過が禁止、地下駐車場への駐車が制限されている可

能性があることや、船舶での燃料としての水素利用における国内法が存在しておらず、具

体的な規制がされていないこと等が指摘されている73。 

 

図 4 主要各国における水素保安を巡る課題 

 
 

３．保安を巡る国際調和の取組 

水素の各種技術に関する技術基準等の国際調和に向けた取組も進められている。 

国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP29）では、自動車の安全・環境基準の国際的

な調和や、政府による自動車の認証の国際的な相互承認が推進されており、国際連合欧州

経済委員会(UN/ECE)の下設置されている。日本はここで、1958年協定（UNR）と1998年協定

（GTR）の２つの協定（表 7）に基づき、自動車に係る基準の国際調和及び認証の相互承認

を推進している75。水素分野では、2021年11月、UNR134においては、水素燃料電池自動車容

器のうち大型車について充塡可能期限を15年から20年まで延長することや、型式承認を得

た容器の設計の一部を変更する場合に要求される試験項目を明確化すること等の改正が採

択された。これを受け国内では、高圧ガス保安法関係法令の改正が行われた76。 

 

表 7 UNRとGTRの概要75 

1958年協定（国連の車両・装置等の型式認定相互

承認協定：UNR） 

1998年協定（国連の車両等の世界技術規則協定：

GTR） 

認証の相互承認を目的とした規則。自動車の構造およ

び装置の安全･環境に関する統一基準の制定と、その統一

基準による装置に対する認証の相互承認を推進する。 

相互承認を含まず、技術基準の調和を目的とした規

則。自動車の安全、環境、燃費及び盗難防止にかかわる

世界技術基準の制定を推進する。 

 

 
75 （出典）自動車の国際基準調和と認証の相互承認の拡充にむけて（国土交通省・自動車基準認証国際化研究センター

（JASIC））（https://www.jasic.org/j/08_publication/pamphlets/pdf/harm.pdf） 
76 （出典）一般高圧ガス保安規則等の一部改正について（水素燃料電池自動車用燃料装置用容器のうち大型車の充塡可能

期限延長等） 

（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/06/20220627_kouatsu_1.html） 

https://www.jasic.org/j/08_publication/pamphlets/pdf/harm.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/06/20220627_kouatsu_1.html
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UNR適用国のいずれか1カ国で認証を受けた場合、協定

に加入し、同じUNRを適用している他国での認証手続は不

要（試験や手続なしで受け入れられること）となる。 

57の国・地域が加盟77（2022年3月時点）78。 

米国のようにメーカーが製品の基準適合性を保証する

「自己認証制度」を適用している国や、中国、インドな

ど固有の認証制度をもつ国も加入している。 

38の国・地域が加盟79（2022年6月時点）。 

 

 また国際水素・燃料電池パートナーシップ（IPHE) 80では、水素分野の共通の規制・基

準・標準・安全に関わる活動を担う規制・基準・標準・安全ワーキンググループ（WG）が

常設で設置されている。本WGは、水素を安全かつ効果的に活用するためのギャップの特定

と標準化のための提言を目的に、水素分野の共通の規制・基準・標準・安全プロトコルの

ための課題を特定したガイダンスと議論の場を提供し、また、規制の課題について議論し、

IPHEメンバーに提言を行うフォーラムとして機能している（直接的に規制を実施したり、

標準を策定したりする団体ではない）。現在は、天然ガス網への水素注入、水素ステーシ

ョン、船舶利用における規則の情報集約や、車両用の水素および水素由来燃料の認証に関

する規則の情報集約等を実施している81。 

 

４．利活用を促す国際的な取組 

水素等の利活用を促す国際的な取組も進められており、第5回水素閣僚会議82（2022年9月

26日開催）や第2回燃料アンモニア国際会議83（2022年9月28日）では、日本が主導し開催さ

れた。 

 第5回水素閣僚会議では、東京宣言およびグローバル・アクション・アジェンダの進展の

加速と拡大に向けた議長サマリーがとりまとめられ、「2030年に向けて再生可能エネルギ

ー由来の水素および低炭素水素を少なくとも9,000万トンとする追加的なグローバル目標」、

「エネルギー安全保障および気候変動対応に向けて水素の重要性の高まり」、「水素供給

量および需要量を拡大するために新たな国や地域の水素関連取り組みへの参加の促進の必

要性」、「水素の利活用促進に向けて各国が適切な支援措置を講じていくことの必要性」、

「国際水素サプライチェーン構築の加速の必要性」、「技術協力及び、規制、規格・基準

のハーモナイゼーション、標準化の推進の重要性」などが共有された84。 

 第2回燃料アンモニア国際会議では、燃料アンモニアの製造、供給、利用に関する世界規

模の取組の共有や、安定的かつ低廉で柔軟性のあるサプライチェーン・市場構築について

議論がなされた。また、脱炭素化に向けた燃料アンモニアの活用に対する関心が世界的に

高まっていること、石炭火力発電の比率が高いアジアの国々において重要な取組となるこ

と、国際的な官民の連携を通じ燃料アンモニアのサプライチェーン構築が進展しているこ

と、生産国と消費国の連携が極めて重要であること等が共有された85。 

 

 

 
77 （出典）Economic and Social Council（https://unece.org/sites/default/files/2022-

03/ECE_TRANS_WP.29_343_Rev.30E.pdf） 
78 （出典）https://www.jasic.org/j/08_publication/pamphlets/pdf/harm.pdf 
79 （出典）Economic and Social Council  (https://unece.org/sites/default/files/2022-

06/ECE_TRANS_WP.29_1073_Rev.33E.pdf） 
80 水素・燃料電池に係る技術開発、基準・標準化、政策情報交換等を促進するための国際協力枠組みの構築を目指して、

2003年に米国が提唱して結成された多国間枠組み。22の国･地域が加盟。 
81 （出典）令和２年度新興国等におけるエネルギー使用の合理化等に資する事業（多国間枠組における水素エネルギーに

関する国際動向調査）（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000396.pdf） 
82 （出典）https://hem-2022.nedo.go.jp/  
83 （出典）https://www.icfa-conference.org/ 
84 （出典）https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221007007/20221007007.html 
85 （出典）https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220930014/20220930014.html 

https://unece.org/sites/default/files/2022-03/ECE_TRANS_WP.29_343_Rev.30E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-03/ECE_TRANS_WP.29_343_Rev.30E.pdf
https://www.jasic.org/j/08_publication/pamphlets/pdf/harm.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ECE_TRANS_WP.29_1073_Rev.33E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ECE_TRANS_WP.29_1073_Rev.33E.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000396.pdf
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第４節 水素保安をめぐる課題と検討する際の３つの視点 

今後の水素社会を見据えた利用環境整備としてこれまでもFCV、水素ステーション等の個

別分野ごとの規制見直しを行ってきたところではあるが、前節までの内容を踏まえ、安全

の確保を前提としつつ、水素の大規模利用を想定した水素保安戦略とそれに応じた利用環

境整備が必要と考えられる。 

その際、具体的な検討に当たっては、検討する際の３つの視点（①消費者・地域住民等

の安全・安心の確保、②円滑な水素利用を進めるためのサプライチェーン全体を見渡した

シームレスな対応、③水素の物理的特性や技術的進展、リスクに応じた対応）を設定し、

水素バリューチェーン全体を俯瞰すると、例えば、地域住民とのリスクコミュニケーショ

ン、法令間の技術基準の調和、未整備部分の技術基準の整備等新たな課題が考えられ、目

的を明確にした上で、水素の利用環境を構築していくための全体的な対応策として、今後

の取組を整理する必要がある。 

 

図 5 水素保安をめぐる内外環境の変化と課題 
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第２章 水素保安戦略策定にあたっての基本的考え方 

１．水素保安戦略の位置づけ 

 2021年12月に報告書をとりまとめた産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会に

て、水素社会の実現を見据え、水素のサプライチェーン（製造、輸送・貯蔵、利用）の各

段階において、保安規制の面から、安全を前提としつつ、利用環境の整備を着実に実施し

ていくことが重要であるとし、2050年カーボンニュートラルの実現等を見据え、水素社会

の実現のため、個々の規制の改正だけではなく、水素保安の全体戦略を、2022年度中を目

途に検討し、策定していく必要があるとの提言86を行った。 

上記を踏まえ、2022年8月に「水素保安戦略の策定に係る検討会（座長：三宅淳巳 横浜

国立大学理事・副学長）」（以下「検討会」という。）を立ち上げ、水素社会の実現を見

据え、水素のサプライチェーンの各段階において、ⅰ）水素保安規制の現状と課題を整理

するとともに、ⅱ）安全の確保を前提としつつ、水素利用に関する規制の合理化・適正化

を含め、水素利用を促す環境整備を構築するため、三つの検討の視点から延べ６回の議論

を行い、水素保安戦略（①全体戦略、②水素利用のサプライチェーンにおける具体的な課

題等の整理・対応策、③工程表から構成）を策定するための検討を行った。 

 

（三つの検討の視点） 

・消費者・地域住民等の安全・安心の確保 

・円滑な水素利用を進めるためのサプライチェーン全体を見渡したシームレスな対応 

・水素の物理的特性や技術的進展、リスクに応じた対応 

 

 2017年12月、再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議において、政府全体として施策

を展開していくための水素基本戦略87が定められた。また、資源エネルギー庁では、2023年

を目途に、水素産業戦略のとりまとめを予定している88。迅速かつ幅広い分野での利用を前

提に、世界最先端の水素社会を実現するためには、推進と保安が両輪となった取組が求め

られ、今後、推進部局と保安当局は、双方の役割を明確化し、連携した取組が必要になる

と考えられる89。このため、将来的な水素基本戦略の見直しや今後の水素産業戦略の検討に

おいて、水素保安戦略の考え方が十分に反映されていく必要がある。 

  

 

 
86 （出典）https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/pdf/20211221_1.pdf 
87 （出典）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_energy/pdf/hydrogen_basic_strategy.pdf 
88 （出典）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai4/siryou1.pdf 
89 検討会の場では、水素の供給を促進するような法律等の検討を始めるべきとの指摘もあった。 
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図 6 ＧＸ実現に向けた基本方針参考資料（2023年2月10日）90 

 
 

２．水素保安戦略策定に当たっての基本認識 

 水素は、これまでにも産業用ガスなどで利用されており、高圧ガス保安法の一般高圧ガ

ス保安規則において可燃性ガスに位置づけられる91など、他法令を含め、既存の産業保安の

枠組みの活用を前提に、一定の水素利活用を促す環境整備は存在するが、これらは必ずし

も液化水素を大型貯槽に貯蔵するような大規模な水素利活用や家庭用燃料のように一般家

庭での水素利活用等を前提としたものではない。規制の合理化・適正化を含め、水素利用

を促す環境整備を構築するためには、技術開発等を進め、新たな利用ニーズを安全面で裏

付ける科学的データ等が不可欠となる。 

このため、官民一丸となって、水素の市場導入の加速のため、安全確保を裏付ける科学

的データ等の獲得を徹底的に追求し、タイムリーかつ経済的に合理的・適正な水素利用環

境を構築するとともに、シームレスな保安環境を構築するべく我が国の技術基準を国内外

に発信し、世界的に調和の取れたルールメイキングを目指すことが重要と考えられる。 

 

３．水素保安戦略の基本構成 

 上記の基本認識を踏まえ、水素保安戦略は、「世界最先端の日本の水素技術で、水素社

会を実現し、安全・安心な利用環境を社会に提供する」ことを目的に、３つの行動方針

（方法）と、目的を実現するための９つの主な手段により構成するとともに、国際規格等

の策定動向を主要な水素サプライチェーン毎にまとめた「技術マップ」と政策論と優先的

に取り組むサプライチェーン分野における具体的課題とその方向性をまとめた個別技術論

からなる「工程表」を別添資料として水素保安戦略の一部とする。 

 水素保安戦略が射程とする対象期間は、水素基本戦略（2017年12月再生可能エネルギ

ー・水素等関係閣僚会議決定）を踏まえつつ、2050年（長期）を視野に入れ、将来目指す

 

 
90 （出典）ＧＸ実現に向けた基本方針(https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002.html) 
91 （出典）https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053 
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べき姿や目標として官民が達成すべき大きな方向性・ビジョンを示すものとする。その

際、2025年（短期）、2030年（中期）までの取組についても工程表の中で示すことによ

り、水素社会が段階的に実装する中で、短期的・中期的な官民の取組についても具体的な

示唆を与えるものである。 

 

図 7 水素保安戦略の目指すべき方向性の整理 

 
 

４．水素保安戦略のフォローアップ 

 2023年には水素産業戦略のとりまとめが予定される他、諸外国でも今後水素に関する

様々な取組が予想されるなど、水素を取り巻く環境は今後急速に変化していく可能性があ

る。このため、水素保安戦略については、関係者（ステークホルダー）間の対話の場を設

定し、定期的（年1回程度）なフォローアップを行うとともに、必要に応じ、水素保安戦略

の見直しを行うこととする。 
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第３章 水素保安分野における今後の取組 

第１節 技術開発等を通じた科学的データ・根拠に基づく取組 

１．科学的データ等の戦略的獲得と共有領域に関するデータ等の共有 

安全の確保を前提に水素の利活用を進めるには、安全性を客観的に証明する根拠が必要

となる。すなわち、安全の確保を証明する科学的データが必要であり、タイムリーに水素

社会の段階的な実装を実現する観点からも、これを戦略的に獲得することが不可欠である。 

そのためには、国の予算を活用する最先端の技術開発プロジェクト等を通じ、保安基準

の策定に資する科学的データ等を戦略的に獲得する。さらに実証終了時には、取得した安

全に関する科学的データ等は、共有領域に該当するものとして、原則、官民で共有するこ

ととする。 

また、水素の利活用の推進には、安全確保が前提であり、様々な場所で実施される実証

や実装を推し進めていく段階で恒常的に安全を確保するためには、その時点において考え

得る安全に係る対策を講じて実施することが必要である。その際の「考え得る安全に係る

対策」を講じるために必要であるのが、水素の取扱いにかかる知見（安全策、事故の予防

措置、事故の概要・原因・再発防止対策（水平展開含む）等）である。こうした情報につ

いて、事業者が独自に得た共有領域の情報・科学的データ等含め、これを積極的に共有し、

国全体の保安力向上に繋げる必要がある。 

上記を進める主な今後の取組としては、以下のような対応が求められる。 

① 国の予算事業における科学的データ等の戦略的獲得に向けた制度や体制の構築 

② 共有領域に該当する安全に関する科学的データや水素の取扱いに係る知見等の 

情報共有の活性化 

これらの取組を進めていくためには、国において、保安当局は、事業者が手戻りなく、

必要な科学的データを獲得できるよう、事業者主体のプロジェクト運営を後押しし、円滑

かつ迅速な保安規制導入につなげられるようにするため、プロジェクトの初期段階から積

極的に参加するものとする。また、推進部局等は、安全の確保が特に必要と考えられる技

術開発に対しては、国の予算事業の仕様書等において、委託事業者等に計画策定時から必

要な科学的データの取得を盛り込むよう要請する。事業者（業界団体、第三者認証機関・

検査機関含む）は、自社の進めるプロジェクトについて、安全・保安の専門家が参加した

形で、主体的に科学的データを獲得するとともに、社内および業界団体内等において、競

争上機微な情報を排除した共有領域を団体関係者がいつでも必要な情報を入手あるいは発

信できるといった、共有領域の知見を共有するための環境（ホームページへの記載等）を

整備するものとする。大学・研究機関は研究段階・実証段階・商用段階それぞれのステー

ジに応じた技術指導を行う等、技術面において事業者等をサポートし、共有領域の知見を

共有するための環境を整える。 
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図 8 科学的データ等の戦略的獲得と共有領域に関するデータ等の共有に係る達成目標等 

 
 

２．円滑な実験・実証環境の実現 

 安全の確保を前提に水素の利活用を進めるには、安全の確保を証明する科学的データが

必要であり、そのデータ取得に必要な実証試験等が円滑に行われなければ、世界最先端の

日本の水素技術で水素社会を実現することも困難となりかねないことから、実証試験等の

円滑な実施のための環境が整っていることが必要となる。 

このため、まず事業者は、現時点で考えうる安全対策を実施したうえで、かつ関係者へ

実施内容と安全対策にかかる説明を丁寧に行い、理解と協力を要請する。施設管理者は積

極的にこれに協力することとし、自治体は、その地域特性を鑑み、事業者等と安全対策に

ついて十分な協議を行い、実証試験の実施に積極的に協力する。国等は、予算事業など政

策的位置づけのあるものを中心に必要に応じて、施設管理者や自治体等の協力・理解を得

るべく、事業者をサポートする。 
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第２節 水素社会の段階的な実装に向けたルールの合理化・適正化 

１．サプライチェーンにおいて優先的に取り組む分野の考え方 

水素社会の段階的な実装には、安全の確保が前提となるところ、限られたリソースの中

でスピード感を持って取り組んでいくためにも、一定の考えの下、サプライチェーンにお

いて優先的に取り組む分野を特定し、水素の利活用を拡大させていくことが重要となる。 

この点については、例えば水素・アンモニアの消費量、各サプライチェーンの導入に向

けた設計が開始される時期、事業推進官庁において実証が行われるなどの政策的な位置づ

けを考慮要素として、各サプライチェーンにおいて水素利活用が拡大するよう取り扱って

いくこととする。 

 

（優先的に取り組む分野の考え方）92 

 水素・アンモニアの消費量 

 導入に向けた設計が開始される時期 

 事業推進官庁において実証事業が行われるなどの政策的な位置づけ 

 

図 9 水素・アンモニアサプライチェーンにおける各技術の導入目標・水素消費量 

 
  

 

 
92

 検討会の場では、安定供給、経済性、事業実現 の確実性、国や地域の経済・産業への波及効果等の観点も必要ではな

いかとの指摘を受けた。 
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２．今後の道筋の明確化 

 水素混焼による発電や燃料電池自動車以外のモビリティの燃料等、水素の利活用の拡大

が今後見込まれる中、その前提となる保安規制を含むルールの合理化・適正化を含め、水

素保安の環境整備の今後の道筋について明確化する必要がある。 

 その際、技術開発・実証段階、商用段階においては、客観的に得られる科学的データ等

の蓄積や社会実装に求められる制度化の程度等が異なることから、２つの段階に分けて対

応することが適切である。 

 まず、技術開発・実証段階では、実用化の可否に向けた検討において一定のスケジュー

ルの下、迅速に結論を得ることが求められている。その際、適用法令における技術基準に

適合する必要があるが、内容の新規性から例示基準等に記載はなく、国・自治体等の許認

可権者による技術基準への適不適の確認に時間を要することが想定される。現在、高圧ガ

ス保安法においては、図 10に示すように、詳細基準事前評価制度等、高圧ガス保安協会に

よる技術的評価制度があり、第三者の保安技術専門家による、客観的な技術的評価を受け

ることにより省令以下の技術基準等の適合状況を確認することができる。当該制度は保安

の専門家による技術的評価であるため、安全確保の手段として非常に有用であると考えら

れる。これまでも水素分野では、FCVや水素ステーション分野等において活用されてきた。

一方で、申請者の要望に応じて詳細基準事前評価の結果を公開するファストトラック制度

は十分活用されていないのが現状である。例えば、同制度の審査結果を公開することも可

能であり、今後は企業の競争領域となる情報には配慮した上で、安全確保に有益な共有領

域に属する情報については、積極的に公開していくことで、水素社会の段階的な実装に向

けた取組を加速化する取組にも繋がり得る。 

また、例示基準どおりであっても、技術的に自治体で審査が難しいもの又は時間を要す

るものなどについては、高圧ガス保安協会等による技術上の基準に関する評価結果等を申

請書に添付することで、自治体はそれを活用することが可能である。このような制度を積

極的に活用することにより、自治体による許認可の判断の迅速化にもつながると考えられ

る。 

さらに今後、高圧ガス分野以外の分野においても、ガス事業法において安全性評価を行

った実績があるように、技術開発・実証段階における技術基準の適合性判断において、専

門的かつ迅速な対応が求められる場合、事業規模等を考慮の上、同様のスキームを設ける

ことも視野に入れた検討も望ましい。 
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図 10 高圧ガス保安法における自主保安の促進と機動的な制度 

 
 

図 11 高圧ガス分野における 

詳細基準事前評価及び一般詳細基準審査（ファストトラック制度）のフロー 
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次に、商用化段階では、一定の科学的データ等の蓄積の下、安全を面的に確保する観点

から、新たな技術基準の策定等の恒久的な措置を講じることとする。その際、法令間で技

術基準の共通化を図ることで、適用法令が異なっても求められる安全水準を共通化するこ

とにより、シームレスな保安環境を構築することとする。 

現状の事業規模等を踏まえれば、当面は上記の取組を進めていくものの、将来的に水素

の事業規模が拡大し、現行の産業保安の法体系がそぐわなくなる可能性もある。その際

は、今後の水素利活用の事業実態や事業規模、現行法令上の課題、国際動向等、その時点

の水素の周辺環境を踏まえ、合理的・適正な保安体系に移行することを検討する93。 

上記を進める主な今後の取組としては、以下のような対応が求められる94。 

① 技術基準・適合性の事前評価制度等の活用 

② 技術基準の共通化 

③ 水素事業の拡大を踏まえた将来的な保安体系の検討95 

④ 水素保安の専用のポータルサイトを通じた窓口（国・自治体）の一元的な紹介

等 

これらの取組を進めていくためには、国においては、技術開発・実証段階では、高圧ガ

ス保安協会の詳細基準事前評価制度等の活用等を事業者に促すとともに、自治体に同制度

を活用した迅速な対応を要請する。商用段階では、新たな技術基準を設定し、その際、法

令間の共通化を図る。ただし、商用段階であっても、個社独自の技術（ノウハウ）に関わ

るものなどは、引き続き、詳細基準事前評価制度等を活用することも可能である。 

さらに、本戦略のフォローアップ等を通じ、合理的・適正な保安体系への移行を検討す

るものとする。事業者は、既存の制度を活用し、迅速な商用化への移行に取り組むととも

に、事業実態や事業規模、現行法令上の課題、国際動向等を注視し、合理的・適正な保安

体系を国に提言する96。 

  

 

 
93 検討会の場では、2021年12月の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会報告書の中で、高圧ガス分野、都市ガ

ス分野及び電力分野において、「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」については、行

政の適切な監査・監督の下に、画一的な個別・事前規制によらず、事業者の保安力に応じた規制体系へ移行することと

し、手続・検査のあり方をこれに見合った形に見直す措置を講ずる（スマート保安の促進を念頭に置いた新たな制度的措

置（認定制度））と提言した点について、水素は新しい分野であり、既存の産業保安制度と必ずしも同一には考えられな

いものの、水素利用を促す環境整備の観点から、同制度の水素分野への活用についても今後整理して欲しいとの指摘があ

った。加えて、水素の特性を踏まえ、水素に特化した法の枠組みを求めていくということが「ワンストップ」であり「合

理的」であるのではないか、とのコメントもあった。 
94

 検討会の場では、例えば水素パイプライン（導管）についての法令窓口がわかりづらいとの指摘があった。用途に応じ

て、電気事業法・ガス事業法・高圧ガス保安法と、適用法令が違うことによるものである。この課題については簡易の判

定フロー等を水素保安ポータルサイトへ掲示することで対応するとした。また、今後、重点的に手直ししていく課題を具

体的に例示すべきとの指摘もあった。具体的な課題については別紙1の工程表（個別技術論）に記載しているものが例と

なるが、例えばK値については、科学的データに基づいた合理的な見直し値を検討し、適用する際には高圧ガス保安法・

電気事業法・ガス事業法の三法において、同じ技術基準を適用することで共通化を図っていくこととする。 
95

 検討会の場では、委員から、できるだけ早期に水素に関する責任を持つ部門を作り、そこに相談に行けば水素の事業者

からの質問・相談に一元的な窓口を、国と地方自治体それぞれにおいて作る必要があるとの問題提起があった 
96

 検討会の場では、保安体系のあり方については、水素に特化した法体系、リスクベースでの技術基準等に言及した発言

があった。 
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図 12 今後の道筋の明確化に係る達成目標等 

 
 

３．第三者認証機関・検査機関の整備・育成 

 水素の利活用の前提となる安全は、法令に従い、国・自治体が許認可等を行うことで確

保されている。今後、様々な水素サプライチェーンにおいて水素の利活用が進む際、特に

自治体による検査の負担等を軽減し、安全の確保を前提に手続の最適化・水素利用の迅速

化を図るためには、水素社会を支える第三者認証機関・検査機関が必要である。 

 世界最先端の水素社会を実現するためには、水素のノウハウ・知見・経験を集約した中

核拠点（CoE: Center of Excellence）として、技術基準の検討・策定、技術基準に沿った

技術評価や検査を担う第三者認証機関・検査機関の存在が不可欠であり、第三者認証機

関・検査機関の整備・育成により、自治体等の許認可等に係る負担軽減や迅速な技術評価

等を実現し、水素社会を支える社会システムとすることが求められる。また、第三者認証

機関・検査機関には、科学的知見の集積及びその共有や海外の関係機関との交流を深め、

我が国の保安制度の更なる向上等に貢献していくことが期待される。 

 上記を進める主な今後の取組としては、以下のような対応が求められる。 

① 水素分野における第三者認証機関・検査機関の活用に向けた更なる検討 

✓ ユニット・型式承認制等の導入 

✓ 検査費用や法的権限の整理 等97 

② 第三者認証機関・検査機関の能力・協力体制の充実 

 また、水素保安においてこれらの取組を進めていくために、国においては、第三者認証

機関・検査機関の活用を通じ、自治体等の許認可等に係る負担軽減や迅速な技術評価等を

可能とする仕組みを検討することをはじめ、第三者認証機関・検査機関においては、技術

面において自治体の円滑な判断を促す役割を担うべく体制・機能を強化するとともに、海

 

 
97 検討会の場では、１）目的、対象、権限の整理（機器等の製造時・設置時・設置後といった段階ごとの違い、個別の製

品・型式、事業者の体制等）の必要性や、２）一つの機関ではなく複数の機関がそれぞれ能力を持って存在していること

も重要であり、それを確保する観点から、第三者認証機関・検査機関として何を備えておく必要があるのか明確にする必

要がある、３）水素の製造供給段階から、例えば純水素の燃料電池等の消費段階まで、各段階でそれぞれどのような認証

制度が必要かを整理し明確にする必要があるとの指摘があった。 

（https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/004_gijiroku.pdf） 
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外の関係機関との交流を深め、我が国の保安制度の更なる向上等に貢献することとする98。

事業者においても、企業の保安人材の派遣、ノウハウ・知見・経験等の共有、実証用の施

設・用地の貸し出し等を通じて第三者認証機関・検査機関の整備・育成に積極的に協力す

ることとする。 

 

図 13 第三者認証機関・検査機関の整備・育成に係る達成目標等 

 
 

（参考）ドイツにおける第三者認証機関・検査機関の例： 

    TÜV（技術検査協会：Technische Überwachungs-Vereine） 

ドイツでは第三者認証機関が保安体系の中で活用されており、その代表的な機関の一つ

がTÜV99である。 

ドイツの保安分野におけるTÜVの法的役割としては、ドイツ圧力機器規則、産業安全衛生

規則（BetrSichV）、重大事故防止規則（Störfall-V）等に基づく機器・設備や保安体制の

検査である。例えば産業安全衛生規則では、事業者は適切な運用条件の確認のために認証

機関（ZÜS）による定期検査を実施しなければならないと規定されており、TÜVは認証機関

（ZÜS）として、事業者の行うリスクアセスメント及びそれに基づく安全対策の妥当性の確

認を通し、圧力機器等の供用時検査を実施する。なお認証機関（ZÜS）は、Competent 

Person（能力をもつ主体）として、ドイツの16州政府の代表者から構成される国家認定機

関である製品安全局（ZLS）によって認定されている。なおドイツでは、第三者機関が介入

する場合も、安全性に関する最終的な責任は事業者に課せられる100。 

さらにTÜVはこうした法令に基づく認証に加え、機器・危険物質・プロセスに関するリス

クアセスメントの実施支援等のコンサルティングサービスを事業者に対して提供してお

り、水素分野においても、水素の製造・貯蔵・輸送・利用の各段階で、サービスを展開し

ている。 

 

 
98

 検討会の場においては、様々な方が水素を扱うことになると、水素保安についての実績や知見の少ない方も当然関わる

ことが多くなる。特に、自治体には保安の専門家が不足気味であるので、認証機関や検査機関においては安全性を厳しく

審査するのはもちろん、水素保安の知見を分かりやすく説明しながら、安全安心を担保できる伴走支援もお願いしたい。

また、それが認証機関等に期待されることだと思われるとの指摘があった。 

（https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/suiso_hoan/pdf/005_gijiroku.pdf） 
99 ドイツに本拠を置く第三者試験認証機関。19世紀にドイツ各地で蒸気ボイラー検査協会（DÜV）として発足し、1900年

代前半に、技術検査協会（TÜV）に組織変更、その後、1900年代後半から企業化し、現在は、6つのTÜVが存在する。 
100（出典）平成２７年度石油精製業保安対策事業（高圧ガス保安規制のスマート化に関する調査研究）報告書 
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またTÜVはプラントを安全に運用するための基準やガイドラインの作成等も実施してい

る。例えば水素ステーションでは、「VdTÜV 514（水素ステーションに関する要求事項）」

を公開しており、これは規制ではなくガイドラインであるが、TÜVがZÜSとして専門家意見

を提出する際に、VdTÜV 514への適合を確認するため、事実上遵守しなければならないガイ

ドラインとなっている。また、水素利用に転換可能な設備に対する認証「H2 Ready 

Certification101」の開発や、ドイツの国家プロジェクトであるHYPOS INESプロジェクトの

中で、水素の製造、輸送、貯蔵、利用といった各段階での安全な施設運用を目的とした、

統合的な安全性評価のための方法論に関するガイドラインの開発102等も行っている。 

 

４．地方自治体等との連携 

水素社会の段階的な実装には、高圧ガス分野において安全確保を担っている自治体に対

して国がサポートをすることが重要となる。例えば、新たな材料や技術に対して自治体が

円滑な判断ができるようにサポートする仕組み等を導入するなどが考えられる。 

この点において、検討会では、水素社会の実現に向けた国による自治事務に対するサポ

ートの在り方として、高圧ガス保安法等の自治事務を担う都道府県等の協力が不可欠であ

り、水素社会の実現に向け、都道府県等の法令等の解釈に差異が生じないような仕組みを

国は構築する必要があるとされた。 

上記を進める主な今後の取組103としては、以下のような対応が求められる。 

① 第三者認証機関・検査機関の活用（再掲） 

② 技術基準の共通化、法令・関連通達の記載がより明確になるような工夫、逐条

解説の整備・普及等を通じたルールの明確化・合理化 

③ 各自治体等における取組をフォローアップする自治体連絡会議の開催 

④ 水素保安の専用のポータルサイトを通じた窓口（国・自治体）の一元的な紹介

等 

また、これらの取組を進めていくために、国においては、水素保安に係る逐条解説の整

備・普及、第三者認証機関・検査機関の活用等、自治体業務をサポートする中心的な役割

を担うこととする104。自治体においては、国のサポートの下、水素社会の実現のために積

極的に協力することとし、例示基準によらない場合の判断においては、技術的側面から円

滑な自治体の判断をサポートする仕組みである高圧ガス保安協会の詳細基準事前評価制度

等を積極的に活用することとする。また、第三者認証機関・検査機関においては、技術面

において自治体の円滑な判断を促す役割を担うべく体制・機能を強化することとする。 

 

 

 
101 （出典）（https://www.tuvsud.com/en/themes/hydrogen/h2-ready） 
102 （出典）（https://www.tuvsud.com/de-de/presse-und-medien/2021/juli/leitfaden-zur-wasserstoffsicherheit-

entwickelt?__cf_chl_rt_tk=7blxnWBykzhmqrZDDU9XPw4wuV1yqGFcSUSeOVTvfRk-1669801272-0-gaNycGzNCqU） 
103 検討会の中で指摘のあったワンストップ化については、これらの取組み内容に反映している。 
104 検討会の場においては、許認可手続きが属人的でなく確立された業務として自治体が遂行できるよう国がフォローす

る必要があるのではないかとの指摘があった。 

https://www.tuvsud.com/de-de/presse-und-medien/2021/juli/leitfaden-zur-wasserstoffsicherheit-entwickelt?__
https://www.tuvsud.com/de-de/presse-und-medien/2021/juli/leitfaden-zur-wasserstoffsicherheit-entwickelt?__
https://www.tuvsud.com/de-de/presse-und-medien/2021/juli/leitfaden-zur-wasserstoffsicherheit-entwickelt?__cf_chl_rt_tk=7blxnWBykzhmqrZDDU9XPw4wuV1yqGFcSUSeOVTvfRk-1669801272-0-gaNycGzNCqU
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図 14 自治体との連携強化に係る達成目標等

 
 

第３節 水素利用環境の整備 

１．リスクコミュニケーション 

水素の利活用を進めていく中で、災害や事故等を未然に防ぐためには、水素利用に関し

安全を確保しておくことが大前提となる。水素利用の安全の確保にあたっては、科学的知

見・データに基づいて立証されたものでならなければならず、これを根拠とした保安規制

によって確保される。科学的データ等に関しては、国の予算を活用する最先端の技術開発

プロジェクト等を通じて戦略的に獲得していく必要があり、安全の確保に結びつくデータ

については、官民で共有し、世界最先端の保安ルールの策定等に活用することで、より一

層安全の確保を図ることが重要である。 

また、今後、水素が地域社会にとって身近な存在になることを踏まえれば、安全の確保

に加え、安心の確保も重要になる。安心の確保は、地域住民や消費者等における水素の安

全性はもちろんのこと、水素利用の意義を含め、水素社会への全体的な理解を共有するこ

とにより確保される。その際、消費者や事業者、行政、国等の関係者の間で情報や意見を

交換する「リスクコミュニケーション」を通じて、社会全体の安心を形成していく必要が

ある。 

上記を進める主な今後の取組としては、以下のような対応が求められる。 

①リスクコミュニケーションの拡大 

②わかりやすい情報発信に向けた取組 

これらの取組を進めていくため、国・地方自治体、事業者団体・事業者、大学・研究機

関、消費者団体等、水素社会実現に関わる各関係者が、各地域特性も踏まえつつ、消費

者・地域住民等に対し、水素の物性や取扱い、安全対策等に対する理解を深めるための情

報発信や教育等を進めていくこととする105。その際、過去に実施した知見や海外の事例等

も参考にしながら、使用者が安心して水素を導入できるよう、適切なコミュニケーション

を進めていくこととする。また、きめ細かな説明を行うにあたっては、例えば、状況に応

 

 
105 検討会の中では、安心は、安全、利便性や豊かさ、エネルギーの持続的あるいは安定的な供給といった総合的な観点

から得られるため、安全と安心を分けて対応するというところに少し違和感があるとの言及もあった。情報発信する際に

は、誤解を招かないように留意する必要がある。 
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じて積極的に対面で説明を行うなど、消費者・地域住民等への理解が深まるための適切な

コミュニケーション手法を取り入れて進めることが重要である106。 

 

図 15 リスクコミュニケーションに係る達成目標等 

 
 

図 16 水素社会実現に向けたリスクコミュニケーションの事例 

 
  

 

 
106

 検討会の中では、理解度と発達段階は年齢によって違うことから、それぞれの段階で関係者に理解していただけるよ

う、学習の工夫を具体的にすることが重要との指摘があった。 
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２．人材育成 

世界最先端の水素社会を実現するにあたっては、産業保安の観点からも、様々な分野・

領域においてそれを担う厚い人材層の形成が必要であり、その形成無くして成功はない。 

このためには、安全確保の土台となる人材の確保と、国内外の水素保安分野の議論をリ

ードする人材の育成が重要であり、質と量両面での取組が必要であり、水素社会を担う人

材（有資格者含む）のプールを形成していくことが求められる。107 

また、人材育成にあたっては、大学・研究機関の役割が特に重要となる。水素社会を支

える人材の育成・高度化を推し進める観点から、第１節で述べた客観的なデータ取得等に

加え、大学をはじめとした教育が安全確保の土台となる。国、事業者・事業者団体等が大

学・研究機関を支え、大学等が人材育成・高度化の源泉となる人材供給の源泉となる知の

好循環を生み出していく必要がある。 

上記を進める主な今後の取組としては、以下のような対応が求められる。その際、特に

事業者や大学等が取り扱う技術・データ・製品等は、様々な経路を通じて流出するおそれ

があるため、経済安全保障への配慮も必要である。 

①人材プールの形成（量・質） 

②経済安全保障への配慮 

これらの取組を進めていくため、国は、水素人材の確保、人材育成支援に取り組む。事

業者・事業者団体等は、社内や団体内等において学び直しの機会を提供し、国内外の議論

をリードする人材を積極的に育成するほか、大学・研究機関等との共同研究や寄附講座等

で積極的に貢献する。大学・研究機関は、学び直し講座等を提供し、国内外の水素分野の

議論をリードする人材供給の源泉として、社会に貢献する。 

 

図 17 人材育成に係る達成目標等 

 
  

 

 
107 なお、検討会の議論の中では、人材については様々な領域があり、それぞれ要求されるスキルや育成内容、また育成

に当たっての時間軸もそれぞれ異なることに留意すべきという意見があった。 
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図 18 水素社会を支える人材に関する大学の取組 

 
 

図 19 水素社会を支える人材に関する企業の取組 
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図 20 水素社会に関する主な資格制度について（合格者数は令和３年度実績をもとに記載） 

 

３．各国動向の把握、規制の調和・国際規格の策定に向けた取組 

世界最先端の水素社会の実現のためには、世界最先端の保安ルールと国際基準作りを先

導していくことが重要である108。 

そのためにも、まずは主要国の水素保安規制を巡る動向について、官民共に、各国の関

係団体・関係業界との交流を深めるとともに、政府や国際機関、認証機関、業界団体、事

業者等との間で、法規制や水素の国家戦略、協定、規格、国際標準、事故情報等を特に意

識し、情報収集・実態把握に取り組む。また、収集した情報については官民で積極的に共

有することが必要である。 

その上で、水素保安規制の国際調和について、自動車の安全・環境基準の国際調和に向

けた取組等を参考に、多国間（マルチ）会議や二国間（バイ）会議などにおいて、官民が

連携し、技術基準の共通化等を念頭に水素保安規制の国際調和に向けた議論を進めてい

く。また、国際会議の場には、官民共に積極的に参加し、議論に貢献する109。 

国際規格の策定について、保安当局としても、国際基準作りに積極的に参加し、水素技

術の国際標準化に貢献する。 

上記を進める主な今後の取組としては、以下のような対応が求められる。 

  

 

 
108 検討会の中では、世界中で安全に水素を利用する基盤づくりや日本の産業競争力強化のため、 官民が一体となって積

極的に海外に向けて保安基準を発信すべきとの指摘があった。 
109 検討会の中では、人材の確保が標準化や規制の円滑な運営に重要なポイントであるという指摘があった。 
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① 主要国の動向の把握 

✓ バイ・マルチの国際会議への参加を通じた情報収集・実態把握、関係機関との関

係強化 

② 水素保安規制の国際調和 

✓ 技術基準の共通化等を行う分野の特定と議論への参加 

③ 国際規格の策定 

✓ 国際標準化を行う分野の特定と議論への参加110 

これらの取組を進めていくため、国はバイ・マルチの国際会議への参加や各関係者の支

援を行う。事業者・事業者団体、第三者認証機関・検査機関・大学・研究機関はバイ・マ

ルチの国際会議への参加や関係構築を進めていく。 

 

図 21 各国動向の把握・規制の調和・国際規格の策定に係る達成目標等 

 
 

 

 

  

 

 
110 検討会の中では、国際標準化の中で日本の水素技術はプレゼンスが高いということを意識の中に盛り込んでおいてい

ただけると、今後の動きもまたスムーズになるとの指摘があった。 
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おわりに 

水素保安に関連する、高圧ガスを用いた石油・化学、電力、都市ガス等の事業分野は、

これまで、国民生活の維持・向上や産業の発展に不可欠な存在として重要な役割を果たし

てきた。こうした産業においては、社会インフラとして安定的に事業を継続し、さらに質

の高い製品やサービスを提供する努力が積み重ねられ、国民はこれを享受してきた。 

 

他方、こうした事業を継続する上で、保安を確保し、安全に事業を行うことは、国民の

生命・身体を守る観点から大前提である。安全確保のための技術の開発・導入、安全管理

システムの導入・拡大、組織体制の整備・人材育成、環境変化に応じた規制の見直し等が

行われてきたように、その時々の環境変化に対して不断に対処した先人達の努力があった

からこそ、我が国の保安が確保され、事業の健全な発展が達成されてきたことを忘れては

ならない。 

 

 水素は、気候変動問題への対応の要請、水素利用テクノロジーの進展などから、今後、

供給量が大幅に増加することが予定されることから、大規模な水素利用を前提とした水素

社会を円滑に実現するため、水素のバリューチェーンの各段階において、水素利用に関す

る規制の合理化・適正化含め、水素利用を促す環境整備を構築することが求められる。 

 

こうした中、水素保安戦略は、官民一丸となって、水素の市場導入の加速のため、安全

確保を裏付ける科学的データ等の獲得を徹底的に追求し、タイムリーかつ経済的に合理

的・適正な水素利用環境を構築するとともに、シームレスな保安環境を構築するべく我が

国の技術基準を国内外に発信し、世界的に調和の取れたルールメイキングを目指すことが

重要との基本認識の下、同戦略を実現するための９の具体的な手段を提示した。 

 

水素保安戦略の下、世界最先端の日本の水素技術で、水素社会を実現し、安全・安心な

利用環境を社会に提供するための取組が一層進展し、国民生活がより豊かなものとなるこ

とが期待される。 
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審議の経過 

 
第１回 令和４年８月５日 

議題 水素を取り巻く状況と課題について 

    ・水素を取り巻く状況について 

    ・事業者プレゼン 

    ・水素保安をめぐる内外環境の変化と課題について 

 

第２回 令和４年９月５日 

議題 水素保安戦略の策定に係る検討会（第１回）における意見について 

   水素を取り巻く状況と課題について 

    ・事業者プレゼン 

 

第３回 令和４年10月５日 

議題 NEDOによる水素分野の安全・安心確保に向けた取組について 

   高圧ガス保安協会における水素社会実現に向けた取組について 

   水素保安戦略の策定に係る検討会（第２回）における意見について 

   水素保安を巡る主要国の取組について 

   目指すべき方向性の整理について 

 

第４回 令和４年11月28日 

議題 課題等の整理・対応策の検討① 

 

第５回 令和４年12月26日 

議題 課題等の整理・対応策の検討② 

 

第６回 令和５年２月27日 

議題 水素保安戦略の策定に係る検討会報告書（中間とりまとめ案） 

 

報告書中間とりまとめ公表 令和５年●月●日 
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